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児童手当の請求手続き ほか

児
童
手
当
制
度
が
４
月
１
日
か
ら
法
改

正
さ
れ
、
支
給
対
象
年
齢
が
従
来
の
小
学

校
３
年
生
（
９
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
）

ま
で
か
ら
、
小
学
校
６
年
生
（
１２
歳
到
達

後
最
初
の
年
度
末
）
ま
で
に
拡
大
さ
れ
、

所
得
制
限
額
も
緩
和
（
引
き
上
げ
）
さ
れ

ま
し
た
。

今
回
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
対
象
と
な

る
小
学
校
４
年
生
か
ら
小
学
校
６
年
生
の

児
童
の
保
護
者
の
方
及
び
所
得
制
限
限
度

額
を
超
過
し
て
児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
方
も
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、「
認
定
請
求
」
の
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。（
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先

で
の
申
請
と
な
り
ま
す
。）

４
月
〜
９
月
分
の
児
童
手
当
を
受
給
す

る
た
め
に
は
、
９
月
３０
日
ま
で
に
手
続
き

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
手
続
き

を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。（
今

年
は
９
月
３０
日
が
土
曜
日
で
役
場
閉
庁
日

の
た
め
、
９
月
２９
日（
金
）ま
で
の
受
付
け

と
な
り
ま
す
。）

◆
手
続
期
間

９
月
２９
日（
金
）ま
で

９
月
２９
日（
金
）ま
で
に
受
け
付
け
た

も
の
に
限
り
、
４
月
分
（
又
は
支
給
要

件
に
該
当
し
た
月
の
翌
月
分
）
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
が
１０
月
１
日
以
降
の
場
合
は
、

翌
月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
、
４
月
〜

９
月
分
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

◆
手
続
き
に
必
要
な
添
付
書
類

（
対
象
児
童
や
家
庭
状
況
に
よ
り
必
要

書
類
な
ど
は
変
わ
り
ま
す
）

・
印
鑑
（
認
印
）

・
認
定
請
求
書（
又
は
額
改
定
請
求
書
）

・
振
込
口
座
（
請
求
者
本
人
名
義
）

※

た
だ
し
、
郵
便
局
は
除
く
。

・
厚
生
（
共
済
）
年
金
加
入
の
方
は
、

請
求
者
の
健
康
保
険
証
写
し
又
は
年

金
加
入
証
明
書

・
所
得
証
明
書
【
平
成
１８
年
１
月
１
日

に
松
前
町
に
住
所
が
な
か
っ
た
方
は
、

前
住
所
地
の
所
得
証
明
（
市
町
村
が

発
行
す
る
平
成
１８
年
度
の
も
の
）】

問
い
合
わ
せ

役
場
福
祉
課
児
童
福
祉
係

�
９
８
５
―
４
１
１
４

法
改
正
に
伴
う

児
童
手
当
の
請
求
手
続
き
は

も
う
お
済
み
に
な
り
ま
し
た
か
？

所得制限限度額 （ ）内は改正前

※所得額が制限限度額以上の場合は、児童手当を受給することはできません。

１０
月
１
日
、
平
成
１８
年
事
業
所
・
企
業
統

計
調
査
が
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
農
林
業
を
除
く
す
べ
て
の

事
業
所
が
対
象
と
な
り
、
わ
が
国
の
産
業
構

造
や
、
事
業
活
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。
調
査
の
結
果
は
、
国

や
都
道
府
県
、
市
区
町
村
で
さ
ま
ざ
ま
な
計

画
や
施
策
を
立
案
す
る
際
に
貴
重
な
基
礎
資

料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

９
月
下
旬
か
ら
「
調
査
員
証
」
を
携
行
し

た
調
査
員
が
調
査
票
の
記
入
を
お
願
い
に
各

事
業
所
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
記
入
後
は

調
査
員
が
回
収
に
ま
い
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ
い

て
実
施
さ
れ
る
国
の
重
要
な
調
査
で
、
集
め

ら
れ
た
調
査
票
を
、
統
計
上
の
目
的
以
外
に

使
用
す
る
こ
と
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
各
事
業
所
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

は
、
法
律
に
よ
っ

て
し
っ
か
り
と
保

護
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
企
画
財
政
課
企
画
調
整
係

�
９
８
５
―
４
１
０
１

会
社
も
、お
店
も
、学
校
も
、病
院
も
。

事
業
所
・
企
業

統
計
調
査

サラリーマン
（厚生年金等加入者）

５３２万円（４６０万円）

５７０万円（４９８万円）

６０８万円（５３６万円）

６４６万円（５７４万円）

６８４万円（６１２万円）

７２２万円（６５０万円）

自営業者
（国民年金加入者）

４６０万円（３０１万円）

４９８万円（３３９万円）

５３６万円（３７７万円）

５７４万円（４１５万円）

６１２万円（４５３万円）

６５０万円（４９１万円）

扶養親族
などの数

０人

１人

２人

３人

４人

５人
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